
「新しい会議を作成」の流れ_電子署名（1/5）

電子署名の設定欄にある電子署名画像（丸印）を議事録の所定の場所にドラッグ＆ドロップし、電子
署名設定を行っていきます。

① 右の電子署名の設定欄にある電子署
名画像（丸印）を議事録の対応する署名
欄にドラッグ＆ドロップする
※押印を依頼したい役員分の電子署名
設定（ドラッグ＆ドロップ）を終えて次の
フェーズに進んでください。

※電子署名ご対応時のブラウザは「 Chrome」も
しくは「Edge」を推奨しております
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「新しい会議を作成」の流れ_電子署名（2/5）

全ての電子署名画像（丸印）設定を終えると、署名依頼メールを送信できるようになります。

② 全員の電子署名設定（ドラッグ＆ドロップ）を終え
ると右上の「署名依頼メールを送信」をクリックできる
ようになるので、クリックして送信に進む

一時保存のみで送信しない場合には「下書き保存」を
クリックする
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「新しい会議を作成」の流れ_電子署名（3/5）

確認期限を入力し「送信」をクリックすることにより、各役員に電子署名依頼が送信（回覧）されます。
このメールは「新しい会議を作成」と同様、自動文面となります。

④ 「送信」がクリックできるようになるのでクリックする

③ 確認期限を入力する
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「新しい会議を作成」の流れ_電子署名（4/5）
電子署名の回覧中は、電子署名画面でステータス確認ができます。
回覧対象役員が全員署名完了すると次のフェーズ（完了処理）に進めます。
＊署名依頼の有効期限は、電子署名依頼画面に進んでから90日間です。
　署名頂けないまま90日を超えると、無効化され、電子署名を1からやり直しする必要がありますのでご注意ください。

署名ステータスが「回覧中」となる

この時点ではクリックできない
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「新しい会議を作成」の流れ_電子署名（5/5）

回覧対象役員全員が電子署名を完了したら
「会議を確定して編集できないようにする」をクリックし、完了処理を行います。
以降、会議の修正はできなくなります。

役員が署名するとステータスが「署名済み」となる

⑤ 回覧対象役員全員の電子署名が完了するとクリックで
きるようになるので、「会議を確定して編集できないように
する」をクリックし、完了処理をする
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（補足）印影のmichibiku上の表示について
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印影を付した後、michibikuの画面に戻ってきた際、
全員の署名が完了するまでは、フルネーム表示の仮印影で画面表示されます。

全員署名終わるまでは
仮印影（フルネーム表示）の状態

全員署名が完了すると左上に電子署名のコードが
埋め込まれるとともに、印影も実際に対応頂いた実
印影画像に切替わります。
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